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行政からの

お らせ知
information

平
成
二
十
二
年
分

年
末
調
整
等
の
説
明
会

　

こ
の
検
査
は
計
量
法
に
よ
り
市
町
村

の
区
域
ご
と
に
２
年
に
１
回
実
施
す
る

こ
と
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
商
店
、
工

場
、病
院
、学
校
等
で
計
量
器
（
は
か
り
）

を
取
引
ま
た
は
証
明
に
使
用
し
て
い
る

場
合
は
、
受
検
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

　

な
お
、
受
検
し
な
い
場
合
は
、
計
量

法
違
反
と
し
て
罰
則
が
適
用
さ
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

検
査
日
・
場
所

　

12
月
６
日
㈪　

山
武
市
役
所

　

12�
月
７
日
㈫　

さ
ん
ぶ
の
森
交
流
セ

ン
タ
ー
あ
ら
ら
ぎ
館
バ
イ
オ
マ
ス

棟

　

12
月
８
日
㈬　

松
尾
出
張
所

　

12
月
９
日
㈭　

蓮
沼
出
張
所

　

12
月
10
日
㈮　

山
武
市
役
所

検
査
時
間　

午
前
10
時
半
～
正
午

　

午
後
１
時
～
３
時

検
査
当
日
持
参
す
る
も
の

�

・�

計
量
器
（
増
お
も
り
又
は
分
銅
を
使

用
す
る
も
の
は
一
緒
に
持
参
し
て

く
だ
さ
い
）

�

・�

事
前
調
査
用
紙
「
計
量
器
（
は
か
り
）

定
期
検
査
の
お
知
ら
せ
」

�

・�

検
査
手
数
料
（
一
台
に
つ
き
５
０
０

円
か
ら
１
，
８
０
０
円
程
度
）

　
　

商
工
観
光
課　
　

☎
（80）
１
２
０
１

問
計
量
器（
は
か
り
）定
期
検
査
を
実
施

保
育
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集

年
末
調
整
や
確
定
申
告
に
は「
社
会
保
険
料

（
国
民
年
金
保
険
料
）控
除
証
明
書
」を

問

　

山
武
市
の
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
を

利
用
す
る
０
歳
～
就
学
前
児
童
を
預
か

り
、子
ど
も
た
ち
と
一
緒
に
遊
ん
だ
り
、

遊
び
の
見
守
り
を
し
て
く
れ
る
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
方
を
募
集
し
ま
す
。

開
催
日
時
・
場
所

11
月
18
日
㈭　

午
前
９
時
半
～
正
午

な
ん
ご
う
こ
ど
も
園
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

11
月
24
日
㈬　

午
前
９
時
半
～
正
午

ま
つ
お
こ
ど
も
園
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

対
　
象　

高
校
生
以
上

募�

集
人
数　

各
支
援
セ
ン
タ
ー　

３
人

　
�　
　
　

山
武
市
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
市

民
活
動
セ
ン
タ
ー　

☎
（89）
２
１
２
１

　

子
育
て
支
援
課
保
育
係　

　
　
　
　
　

☎
０
４
７
９
（80）
８
３
９
４

開
催
日　

11
月
12
日
㈮

場�

　
所　

成
東
文
化
会
館
の
ぎ
く
プ
ラ

ザ
ホ
ー
ル

時
間
・
対
象
地
域

　

午
前
10
時
～
正
午
（
山
武
市
）

　

午
後
２
時
～
４
時
（
横
芝
光
町
・
芝

山
町
）

※
対
象
地
域
の
説
明
会
に
参
加
で
き
な

い
場
合
は
、
11
月
11
日
㈭
に
東
金
文
化

会
館
で
の
説
明
会
に
出
席
で
き
ま
す
。

　
　

東
金
税
務
署

　

法
人
課
税
第
一
部
門

　
　
　

☎
（52）
３
１
２
１

申  
・  

問

問

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
所
得
税
お
よ

び
住
民
税
の
申
告
に
お
い
て
全
額
が
社

会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

そ
の
年
の
１
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま

で
に
納
付
し
た
保
険
料
が
対
象
と
な

り
、
年
末
調
整
や
確
定
申
告
に
は｢

社

会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除

証
明
書｣

の
添
付
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

★
11
月
上
旬
に
送
付

　

�

１
月
１
日
か
ら
９
月
30
日
ま
で
の
間

に
納
付
さ
れ
た
方
へ
日
本
年
金
機
構

本
部
か
ら
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

�

10
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
の
間

に
初
め
て
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方

は
１
月
下
旬
に
日
本
年
金
機
構
本
部

か
ら
送
付
さ
れ
ま
す
。

★�

国
民
年
金
保
険
料
は
世
帯
で
連
帯
し

て
納
付

　

ご
家
族
の
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付

さ
れ
た
場
合
も
、
全
額
が
納
付
さ
れ
た

方
の
控
除
対
象
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご

家
族
分
の
「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金

保
険
料
）
控
除
証
明
書
」
を
添
付
の
う

え
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　

千
葉
年
金
事
務
所

　
　

☎
０
４
３
（
２
４
２
）
６
３
２
８

　

日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

　
　
　

��http://w
w
w
.nenkin.go.jp/

こんなお子さんはいませんか？
＊いつもあざややけどの痕がある
＊不自然な骨折や怪我の痕がある
＊いつも汚れた衣服を着ている
＊著しく小さい、やせている
＊おどおどしておちつきがない
＊夜出歩いている
＊不自然な泣き叫ぶ声
＊乳幼児を家に残したまま度々外出する
　　　　　　　　　　　　　　　　　　�
　みなさまの周りで、このようなこども
を見かけたとき、また「もしかしたら…」
と思われる場合には、ただちにご連絡を !!
　連絡してくださった方の秘密は守られ
ます。
　　児童相談所全国共通ダイアル
　　☎０５７０（０６４）０００
　　山武市家庭児童相談室
　　☎０４７９（80）８０９９

『見すごすな　
　　幼い子どもの ＳＯＳ』
11月は児童虐待防止推進月間です

『見すごすな　
　　幼い子どもの ＳＯＳ』

問


